
重要事項説明書
じ ゅ う よ う じ こ う せ つ め い し ょ

（介護
か い ご

予防型
よ ぼ う が た

訪問
ほ う も ん

サービス）

利用者
り よ う し ゃ

　　　   　　　様
さ ま

事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

：  　ヘルパーステーション Ciel
し え る

株式会社
か ぶ し き が い し ゃ

frere
ふ れ ー る



TEL:06-6718-4668   FAX:06-6718-4669

相談
そうだん

担当者
たんとうしゃ

　:　保手濱
ほてはま

　空己
たかき

連絡先
れんらくさき

及
およ

び電話
でんわ

番号
ばんごう

等
など

《介護予防型訪問
か い ご よ ぼ う が た ほ う も ん

サービス》

１　指定
してい

介護予防型訪問
かいごよぼうがたほうもん

サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

について

　この「重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

」は、「大阪市
おおさかし

訪問
ほうもん

型
がた

サービス（第
だい

１号
ごう

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

）の事業
じぎょう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

あなた（又
また

はあなたの家族
かぞく

）が利用
りよう

しようと考
かんが

えている指定
してい

介護予防型
かいごよぼうかた

訪問
ほうもん

サービスについて、

契約
けいやく

を締結
ていけつ

する前
まえ

に知
し

っておいていただきたい内容
ないよう

を、説明
せつめい

いたします。

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮
えんりょ

なく質問
しつもん

をしてください。

株式会社
かぶしきがいしゃ

　frere
ふれーる

び運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

を定
さだ

める要綱
ようこう

（平成
へいせい

29年
ねん

４月
がつ

１日
にち

）」の規定
きてい

に基
もと

づき、指定
してい

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サ

ービス提供
ていきょう

契約
けいやく

締結
ていけつ

に際
さい

して、ご注意
ちゅうい

いただきたいことを説明
せつめい

するものです。

代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

　　保手濱
ほてはま

　空己
たかき

〒547-0024

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

東住吉区
ひがしすみよしく

公園南矢田
こうえんみなみやた

2-16-19 C号
ごう

TEL  06-6718-4668      FAX  06-6718-4669

事業者名称
じぎょうしゃめいしょう

代表者氏名
だいひょうしゃしめい

本社所在地
ほんしゃしょざいち

２　利用者
りようしゃ

に対
たい

してのサービス提供
ていきょう

を実施
じっし

する事業所
じぎょうしょ

について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称
じぎょうしょめいしょう

法人設立年月日
ほうじんせつりつねんがっぴ

ヘルパーステーションCiel

大阪市
おおさかし

西成区
にしなりく

、住之江区
す み の え く

、住吉区
すみよしく

、阿倍野区
あ べ の く

、東住吉
ひがしすみよし

区
く

平野区
ひらのく

、浪速区
なにわく

、生野
いくの

区
く

相談担当者名
そうだんたんとうしゃめい

事業所番号
じぎょうしょばんごう

事業所所在地
じぎょうしょしょざいち

令和
れいわ

　6年
ねん

　11月
がつ

　1日
にち

事業所
じぎょうしょ

の通常
つうじょう

の

事業
じぎょう

の実施
じっし

地域
ちいき

2770807341　　（2025年
ねん

3月
がつ

1日
　にち

指定
してい

）

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

東住吉区
ひがしすみよしく

湯里
ゆざと

1-1-1FUJIMOTO
ふ じ も と

第
だい

１ビル２０３号
ごう

〒546-0013

連絡先
れんらくさき
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1.事業所
じぎょうしょ

が実施
じっし

する事業
じぎょう

は、利用者
りようしゃ

が可能
かのう

な限
かぎ

りその居宅
きょたく

において、その有
ゆう

 する能力
のうりょく

に応
おう

じ自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるように配慮
はいりょ

して、

 身体
しんたい

介護
かいご

その他
た

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を行
おこな

うものとする。

2.事業
じぎょう

の実施
じっし

に当
あ

たっては、必要
ひつよう

な時
とき

に必要
ひつよう

な訪問
ほうもん

介護
かいご

の提供
ていきょう

ができるよう、

 努
つと

めるものとする。

3.事業
じぎょう

の実施
じっし

に当
あ

たっては、利用者
りようしゃ

の要支援状態
ようしえんじょうたい

の軽減
けいげん

若
も

しくは悪化
あっか

の防止
ぼうし

に

 立
た

ったサービス提供
ていきょう

に努
つと

めるものとする。

4.事業
じぎょう

の実施
じっし

に当
あ

たっては、利用者
りようしゃ

の所在
しょざい

する市町村
しちょうそん

、居宅介護支援事業者
きょたくかいごしえんじぎょうしゃ

、

 在宅介護支援
ざいたくかいごしえん

センター、地域包括支援
ちいきほうかつしえん

センター、他
た

の居宅
きょたく

サービス事業者
じぎょうしゃ

、保
ほ

 健
けん

医療
いりょう

サービス及
およ

び福祉
ふくし

サービスを提供
ていきょう

する者
もの

との連携
れんけい

に努
つと

めるものとする。

5.前
ぜん

4項
こう

のほか、「指定
してい

居宅
きょたく

サービス等
とう

の事業
じぎょう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する

 基準
きじゅん

」（平成
へいせい

11年
ねん

3月
がつ

31日
にち

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

令
れい

第
だい

37号
ごう

）に定
さだ

める内容
ないよう

を遵守
じゅんしゅ

し、

 事業
じぎょう

を実施
じっし

するものとする。

（国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

、年末
ねんまつ

年始
ねんし

12/30～1/3、夏季
か き

8/13～8/16を除
のぞ

く）

サービス提供
ていきょう

日
ひ

サービス提供
ていきょう

時間
じかん

(2) 事業
じぎょう

の目的
もくてき

及
およ

び運営
うんえい

の方針
ほうしん

(3) 事業所
じぎょうしょ

窓口
まどぐち

の営業日
えいぎょうび

及
およ

び営業
えいぎょう

時間
じかん

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

営業日
えいぎょうび

株式会社
かぶしきがいしゃ

frere
ふれーる

 ヘルパーステーションCiel
しえる

(以下
い か

「事業所
じぎょうしょ

」という)

事業
じぎょう

の目的
もくてき

営業時間
えいぎょうじかん

管理者
かんりしゃ

保手濱
ほてはま

　空己
たかき

(4) サービス提供
ていきょう

可能
かのう

な日
ひ

と時間帯
じかんたい

(5) 事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

体制
たいせい

月
げつ

～金曜日
きんようび

9:00～18:00

において実施
じっし

する指定介護予防型訪問
していかいごよぼうがたほうもん

サービス事業
じぎょう

(以下
い か

「事業
じぎょう

」という)

の適切
てきせつ

な運営
うんえい

を確保
かくほ

するために必要
ひつよう

な運営管理
うんえいかんり

を図
はか

ると共
とも

に、利用者
りようしゃ

の

意思
い し

および人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し、利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立
た

った適切
てきせつ

な指定
してい

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービスの提供
ていきょう

を確保
かくほ

することを目的
もくてき

とする。

 資
し

するよう、その目標
もくひょう

を設定
せってい

し、計画的
けいかくてき

に行
おこな

い、常
つね

に利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に

年中無休
ねんじゅうむきゅう

２４時間
じかん

(電話
でんわ

等
とう

により２４時間
じかん

常時
じょうじ

連絡
れんらく

が可能
かのう

な体制
たいせい

とする。)

運営
うんえい

の方針
ほうしん
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　利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

についての情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

します。

職
しょく

職務内容
しょくむないよう

人員数
じんいんすう

管
理
者

か

ん

り

し

ゃ

1.指定
してい

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービスの利用
りよう

の申込
もうしこ

みに係
かか

る調整
ちょうせい

を行
おこな

います。

2.利用者
りようしゃ

の状態
じょうたい

の変化
へんか

やサービスに関
かん

する意向
いこう

を定期的
ていきてき

に把握
はあく

します。

3.サービス担当者会議
たんとうしゃかいぎ

への出席
しゅっせき

等
など

により、介護予防
かいごよぼう

支援事業者
しえんじぎょうしゃ

等
など

と連携
れんけい

を

 　図
はか

ります。

サ
ー

ビ
ス
提
供

て

い

き

ょ

う
責
任
者

せ

き

に

ん

し

ゃ

5.訪問介護員
ほうもんかいごいん

の業務
ぎょうむ

の実施
じっし

状況
じょうきょう

を把握
はあく

します。

7.訪問介護員
ほうもんかいごいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

、技術指導
ぎじゅつしどう

等
など

を実施
じっし

します。

　サービスの提供
ていきょう

を行
おこな

う期間等
きかんなど

を記載
きさい

した介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

を

9.介護予防型訪問
かいごよぼうがたほうもん

サービス提供予定表
ていきょうよていひょう

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、その内容
ないよう

に

6.訪問介護員
ほうもんかいごいん

の能力
のうりょく

や希望
きぼう

を踏
ふ

まえた業務管理
ぎょうむかんり

を実施
じっし

します。

8.利用者
りようしゃ

の日常生活
にちじょうせいかつ

全般
ぜんぱん

の状況
じょうきょう

及
およ

び希望
きぼう

を踏
ふ

まえて、指定
してい

介護予防型訪問
かいごよぼうがたほうもん

　サービスの目標
もくひょう

、当該
とうがい

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するための具体的
ぐたいてき

なサービスの内容
ないよう

、

　作成
さくせい

します。

11.介護
かいご

予防型訪問
よぼうがたほうもん

サービス計画
けいかく

に基
もと

づくサービスの提供
ていきょう

に当
あ

たって、当該
とうがい

12.介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

に基
もと

づくサービスの提供
ていきょう

の開始
かいし

時
じ

から、当
とう

常
じょう

　勤
きん

　1名
めい

4.訪問
ほうもん

介護
かいご

員
いん

に対
たい

し、具体的
ぐたいてき

な援助
えんじょ

目標
もくひょう

及
およ

び援助
えんじょ

内容
ないよう

を指示
し じ

するとともに、

1.従業者
じゅうぎょうしゃ

及
およ

び業務
ぎょうむ

の管理
かんり

を、一元的
いちげんてき

に行
おこな

います。

2.従業者
じゅうぎょうしゃ

に、法令
ほうれい

等
とう

の規定
きてい

を遵守
じゅんしゅ

させるため必要
ひつよう

な指揮
し き

命令
めいれい

を行
おこな

います。

10.介護予防型訪問
かいごよぼうがたほうもん

サービス計画
けいかく

の内容
ないよう

について、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

た時
とき

は、

　介護予防
かいごよぼう

型
がた

訪問
ほうもん

サービス計画書
けいかくしょ

を利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

します。

　ついて、当該
とうがい

サービスの提供
ていきょう

に係
かか

る介護
かいご

予防
よぼう

サービス計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

した指
し

　計画
けいかく

に係
かか

る利用者
りようしゃ

の状態
じょうたい

、当該
とうがい

利用者
りようしゃ

に対
たい

するサービスの提供
ていきょう

状況
じょうきょう

等
とう

に

　ついて利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
かぞく

に対
たい

して説明
せつめい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

ます。

常
じょう

　勤
きん

　1名
めい

　定
さだむ

介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

に少
すく

なくとも月
つき

1回
かい

報告
ほうこく

します。

　該
がい

計画
けいかく

に記載
きさい

したサービスの提供
ていきょう

を行
おこな

う期間
きかん

が終了
しゅうりょう

するまでに、少
すく

なく

　とも１回
かい

は、当該
とうがい

計画
けいかく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

の把握
はあく

（「モニタリング」という。）

　を行
おこな

います。

非常勤
ひじょうきん

　0名
めい

13.上記
じょうき

のモニタリングの結果
けっか

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

に応
おう

じて介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サー

　ビス計画
けいかく

の変更
へんこう

を行
おこな

います。

14.その他
た

サービス内容
ないよう

の管理
かんり

について必要
ひつよう

な業務
ぎょうむ

を実施
じっし

します。
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3.サービス提供
ていきょう

後
ご

、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
など

について、サービス提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

　に報告
ほうこく

を行
おこな

います。

ます。

ます。

日常的
にちじょうてき

な行為
こうい

としての身体
しんたい

整容
せいよう

を行
おこな

います。

床
とこ

ずれ予防
よぼう

のための、体位変換
たいいへんかん

を行
おこな

います。

常
じょう

　勤
きん

　2名
めい

～

1.介護予防
かいごよぼう

型
がた

訪問
ほうもん

サービス提供予定表
ていきょうよていひょう

に基
もと

づき、日常生活
にちじょうせいかつ

を営
いとな

むのに必要
ひつよう

　な生活
せいかつ

援助
えんじょ

のサービスを提供
ていきょう

します。

2.サービス提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

が行
おこな

う研修
けんしゅう

、技術指導
ぎじゅつしどう

等
など

を受
う

けることで介護
かいご

技術
ぎじゅつ

の

4.サービス提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

から、利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

についての情報
じょうほう

伝達
でんたつ

を受
う

けます。

非常勤
ひじょうきん

　0名
めい

～

第
だい

1号
ごう

事業
じぎょう

支給
しきゅう

費
ひ

等
とう

の請求
せいきゅう

事務
じ む

及
およ

び通信
つうしん

連絡
れんらく

事務等
じむなど

を行
おこな

います。
常
じょう

　勤
きん

　0名
めい

非常勤
ひじょうきん

　0名
めい

訪
問
介
護

ほ

う

も

ん

か

い

ご員い

ん

　進歩
しんぽ

に対応
たいおう

し、適切
てきせつ

な介護技術
かいごぎじゅつ

をもってサービス提供
ていきょう

します。

食事介助
しょくじかいじょ

排泄介助
はいせつかいじょ

痛風
つうふう

食
しょく

、嚥下
えんげ

困難
こんなん

者
しゃ

のための流動食
りゅうどうしょく

、経管栄養
けいかんえいよう

のための濃厚
のうこう

流動食
りゅうどうしょく

及
およ

び

特別
とくべつ

な場合
ばあい

の検査
けんさ

食
しょく

（単
たん

なる流動食
りゅうどうしょく

及
およ

び軟
なん

食
しょく

を除
のぞ

く）等
など

）の調理
ちょうり

を行
おこな

い

特段
とくだん

の専門的
せんもんてき

配慮
はいりょ

を

もって行
おこな

う調理
ちょうり

排泄
はいせつ

の介助
かいじょ

、おむつ交換
こうかん

を行
おこな

います。

入浴介助
にゅうよくかいじょ

医師
い し

の指示
し じ

に基
もと

づき、適切
てきせつ

な栄養
えいよう

量
りょう

及
およ

び内容
ないよう

を有
ゆう

する特別
とくべつ

食
しょく

（腎臓病
じんぞうびょう

食
しょく

、

食事
しょくじ

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。

上着
うわぎ

、下着
したぎ

の更衣
こうい

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。

３　提供
ていきょう

するサービスの内容
ないよう

及
およ

び費用
ひよう

について

(1) 提供
ていきょう

するサービスの内容
ないよう

について

サービス区分
くぶん

と種類
しゅるい

介護予防
かいごよぼう

型
がた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

の

サービスの内容
ないよう

移動･移乗介助
いどう・いじょうかいじょ

作成
さくせい

します。

利用者
りようしゃ

に係
かか

る介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

が作成
さくせい

した介護
かいご

予防
よぼう

サービス計画
けいかく

（ケアプ

ラン）等
とう

に基
もと

づき、利用者
りようしゃ

の意向
いこう

や心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

のアセスメントを行
おこな

い、援助
えんじょ

の目標
もくひょう

に応
おう

じて具体的
ぐたいてき

なサービス内容
ないよう

を定
さだ

めた介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

を作成
さくせい

肝臓病
かんぞうびょう

食
しょく

、糖尿病
とうにょうびょう

食
しょく

、胃潰瘍
いかいよう

食
しょく

、貧血
ひんけつ

食
しょく

、膵臓
すいぞう

病
びょう

食
しょく

、脂質異常症
ししついじょうしょう

食
しょく

、

更衣介助
こういかいじょ

身体整容
しんたいせいよう

体位変換
たいいへんかん

入浴
にゅうよく

（全身
ぜんしん

浴
よく

・部分
ぶぶん

浴
よく

）の介助
かいじょ

や清拭
せいしき

（身体
からだ

を拭
ふ

く）、洗髪
せんぱつ

などを行
おこな

い

事
務

じ

む 職
員

し

ょ

く

い

ん

室内
しつない

の移動
いどう

、車
くるま

いす等
とう

へ移乗
いじょう

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。
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　ます。

起床・就寝介助
きしょう・しゅうしんかいじょ

を確保
かくほ

しつつ常時
じょうじ

介
かい

助
じょ

できる状態
じょうたい

で行
おこな

う

○ 移動
いどう

時
じ

、転倒
てんとう

しないように側
がわ

について歩
ある

きます。（介護
かいご

は必要
ひつよう

時
とき

だけで、事故
じ こ

がな

○ ベッド上
じょう

からポータブルトイレ等
とう

(いす)へ利用者
りようしゃ

が移乗
いじょう

する際
さい

に、転倒
てんとう

等
とう

の防止
ぼうし

の

　の確認
かくにん

などを含
ふく

む。）を行
おこな

います。

　いように常
つね

に見守
みまも

る。）

の見守
みまも

り的
てき

援助
えんじょ

(安全
あんぜん

洗
せん

　濯
たく

買　物
かい もの

○ 車
くるま

いす等
とう

での移動
いどう

介助
かいじょ

を行
おこな

って店
みせ

に行
い

き、利用者
りようしゃ

が自
みずか

ら品物
しなもの

を選
えら

べるよう援助
えんじょ

し

　の交換等
こうかんなど

。衣類
いるい

の整理
せいり

・被服
ひふく

の補修
ほしゅう

。掃除
そうじ

、整理
せいり

整頓
せいとん

。調理
ちょうり

、配膳
はいぜん

、

調　理
ちょう り

掃
そう

　除
じょ

○ 利用者
りようしゃ

と一緒
いっしょ

に手
て

助
だす

け及
およ

び見守
みまも

りしながら行
おこな

うベッドでのシーツ交換
こうかん

、布団
ふとん

カバー

　ます。

利用者
りようしゃ

の食事
しょくじ

の用意
ようい

を行
おこな

います。

利用者
りようしゃ

の衣類
いるい

等
とう

の選択
せんたく

を行
おこな

います。

利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

の買
か

い物
もの

を行
おこな

います。

利用者
りようしゃ

の居室
きょしつ

の掃除
そうじ

や整理
せいり

整頓
せいとん

を行
おこな

います。

　後片付
あとかたづ

け（安全
あんぜん

確認
かくにん

の声
こえ

かけ、疲労
ひろう

の確認
かくにん

を含
ふく

む。）を行
おこな

います。

配剤
はいざい

された薬
くすり

の確認
かくにん

、服薬
ふくやく

のお手伝
てつだ

い、服薬
ふくやく

の確認
かくにん

を行
おこな

います。

○ 認知症
にんちしょう

の高齢者
こうれいしゃ

の方
かた

と一緒
いっしょ

に冷蔵庫
れいぞうこ

の中
なか

の整理
せいり

を行
おこな

い、生活
せいかつ

歴
れき

の喚起
かんき

を促
うなが

します。

○ 洗濯物
せんたくもの

を一緒
いっしょ

に干
ほ

したりたたんだりすることにより自立
じりつ

支援
しえん

を促
うなが

し、転倒
てんとう

予防
よぼう

等
とう

の

○ 認知症
にんちしょう

等
とう

の高齢者
こうれいしゃ

がリハビリパンツやパット交換
こうかん

を見守
みまも

り・声
こえ

かけを行
おこな

い、１人
にん

で

○ 認知症
にんちしょう

等
とう

の高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

して、ヘルパーが声
こえ

かけと誘導
ゆうどう

で食事
しょくじ

・水分
すいぶん

摂取
せっしゅ

を支援
しえん

し

○ 入浴
にゅうよく

、更衣
こうい

等
とう

の見守
みまも

り（必要
ひつよう

に応
おう

じて行
おこな

う介助
かいじょ

、転倒
てんとう

予防
よぼう

のための声
こえ

かけ、気分
きぶん

見守
みまも

り等
とう

)

　だけ介助
かいじょ

）を行
おこな

います。

　で見守
みまも

り、服薬
ふくやく

を促
うなが

します。

　もらう又
また

は思
おも

い出
だ

してもらうよう援助
えんじょ

する。

　ための見守
みまも

り・声
こえ

かけを行
おこな

います。

自立
じりつ

生活
せいかつ

支援
しえん

のため

○ 本人
ほんにん

が自
みずか

ら適切
てきせつ

な服薬
ふくやく

ができるよう、服薬
ふくやく

時
じ

において、直接
ちょくせつ

援助
えんじょ

は行
おこな

わずに、側
そば

○ ベッドの出入
で い

り時
じ

など自立
じりつ

を促
うなが

すための声
こえ

かけ（声
こえ

かけや見守
みまも

り中心
ちゅうしん

で必要
ひつよう

な時
とき

○ ゴミの分別
ぶんべつ

が分
わ

からない利用者
りようしゃ

と一緒
いっしょ

に分別
ぶんべつ

をしてゴミ出
だ

しのルールを理解
りかい

して

服薬介助
ふくやくかいじょ

ベッドへの誘導
ゆうどう

、ベッドからの起
お

き上
あ

がりの介助
かいじょ

を行
おこな

います。

　ため付
つ

き添
そ

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて介助
かいじょ

を行
おこな

います。

　出来
で き

るだけ交換
こうかん

し後始末
あとしまつ

が出来
で き

るように支援
しえん

します。
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介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス費
ひ
(Ⅲ)

週
しゅう

2回
かい

を超
こ
える利用

りよう
が必要

ひつよう
な場合

ばあい

利用料
りようりょう

利用料
りようりょう

利用料
りようりょう

負担額
ふたんがく

利用料
りようりょう

負担額
ふたんがく

1,308円
えん

／月
つき

2,612円
えん

／月
つき

41,444円
えん

／月
つき

4,145円
えん

／月
つき

（単位数
たんいすう

　3,727）

④  利用者
りようしゃ

の同居
どうきょ

家族
かぞく

に対
たい

するサービス提供
ていきょう

⑤  利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の範囲
はんい

を超
こ

えたサービス提供
ていきょう

（大掃除
おおそうじ

、庭
にわ

掃除
そうじ

など）

②  利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

の金銭
きんせん

、預貯金
よちょきん

通帳
つうちょう

、証書
しょうしょ

、書類
しょるい

などの預
あず

かり

(2) 訪問
ほうもん

介護
かいご

員
いん

の禁止
きんし

行為
こうい

訪問
ほうもん

介護
かいご

員
いん

はサービスの提供
ていきょう

に当
あ

たって、次
つぎ

の行為
こうい

は行
おこな

いません。

①  医療
いりょう

行為
こうい

⑥  利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

での飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

、飲食
いんしょく

　　緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない場合
ばあい

を除
のぞ

く）

⑧  その他
た

利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

等
など

に対
たい

して行
おこな

う宗教活動
しゅうきょうかつどう

、政治活動
せいじかつどう

、営利活動
えいりかつどう

、その他
た

迷惑行為
めいわくこうい

⑦  身体的
しんたいてき

拘束
こうそく

その他
た

利用者
りようしゃ

の行動
こうどう

を制限
せいげん

する行為
こうい

（利用者
りようしゃ

又
また

は第三者
だいさんしゃ

等
など

の生命
せいめい

や身体
しんたい

を保護
ほ ご

するため

③  利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

からの金銭
きんせん

、物品
ぶっぴん

、飲食
いんしょく

の授受
じゅじゅ

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス費
ひ
(Ⅰ)

週
しゅう

１回
かい

程度
ていど

の利用
りよう

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

(単位数
たんいすう

　1,176）

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス費
ひ
(Ⅱ)

週
しゅう

２回
かい

程度
ていど

の利用
りよう

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

（単位数
たんいすう

　2,349）

通常
つうじょう

の場合
ばあい

13,077円
えん

／月
つき

26,120円
えん

／月
つき

856円
えん

／日
ひ

場合
ばあい

要
支
援

よ

う

し

え

ん度ど

に
よ
る
区
分

く

ぶ

んな
し

44円
えん

／日
ひ

86円
えん

／日
ひ

1,367円
えん

／日
ひ

介護
かいご

職員
しょくいん

等
とう

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
かさん

(Ⅱ）

1月
つき

当
あ

たり

日
ひ

割
わ

りとなる
433円

えん
／日

ひ

(月
つき

ごとの定額制
ていがくせい

)

左記
さ き

の1割
わり

基本
きほん

サービス費
ひ

に各種
かくしゅ

加算
かさん

減算
げんざん

を加
くわ

えた総
そう

単位数
たんいすう

(Ⅰ)112円
えん

利用者
算定回数等利用料

りようりょう

★1　加算
かさん

生活
せいかつ

機能
きのう

向上
こうじょう

連携
れんけい

加算
かさん

(Ⅰ)

生活
せいかつ

機能
きのう

向上
こうじょう

連携
れんけい

加算
かさん

(Ⅱ) (Ⅱ)223円
えん

所定
しょてい

単位数
たんいすう

の

負担額
ふたんがく

初回加算
しょかいかさん

2,224円
えん

223円 初回のみ

(Ⅰ)1,112円
えん

(Ⅱ)2,224円
えん

137円
えん

／日
ひ

利用料
りようりょう

提供区分
ていきょうくぶん

サービス

(3)提供
ていきょう

するサービスの利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

について（介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）

利用料
りようりょう

負担額
ふたんがく
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◇    第
だい

１号
ごう

事業
じぎょう

支給
しきゅう

費
ひ

として不適切
ふてきせつ

な事例
じれい

への対応
たいおう

について

②  「日常
にちじょう

生活
せいかつ

の援助
えんじょ

」に該当
がいとう

しない行為
こうい

訪問介護者
ほうもんかいごしゃ

が行
おこな

わなくても日常生活
にちじょうせいかつ

を営
いとな

むのに支障
ししょう

が生
しょう

じないと判断
はんだん

される行為
こうい

◎　1単位を11.12円として計算しています。

・  犬
いぬ

の散歩等
さんぽなど

ペットの世話
せ わ

 等
とう

日常的
にちじょうてき

に行
おこな

われる家事
か じ

の範囲
はんい

を超
こ

える行為
こうい

・  家具
か ぐ

・電気
でんき

器具等
きぐなど

の移動
いどう

、修繕
しゅうぜん

、模様替
もようが

え

・  自家用車
じかようしゃ

の洗車
せんしゃ

・清掃
せいそう

 等
とう

★1　算定
さんてい

する加算
かさん

のみ記載
きさい

してください。

　　を求
もと

められた場合
ばあい

は、サービス提供
ていきょう

をお断
ことわ

りする場合
ばあい

があります。

①  「直接
ちょくせつ

本人
ほんにん

の援助
えんじょ

」に該当
がいとう

しない行為
こうい

主
しゅ

として家族
かぞく

の利便
りべん

に共
とも

する行為
こうい

又
また

は家族
かぞく

が行
おこな

うことが適当
てきとう

であると判断
はんだん

される行為
こうい

。

(1)次
つぎ

に揚
あ

げるように、第
だい

１号
ごう

事業
じぎょう

支給
しきゅう

費
ひ

として適切
てきせつ

な範囲
はんい

を逸脱
いつだつ

していると考
かんが

えられるサービス提供
ていきょう

(2)第
だい

１号
ごう

事業
じぎょう

支給費
しきゅうひ

の範囲
はんい

外
がい

のサービス利用
りよう

をご希望
きぼう

される場合
ばあい

は、介護予防支援
かいごよぼうしえん

事業者
じぎょうしゃ

当
とう

又
また

は

　市区町村
しくちょうそん

に連絡
れんらく

した上
うえ

で、ご希望
きぼう

内容
ないよう

に応
おう

じて、配食
はいしょく

サービス等
など

の生活支援
せいかつしえん

サービス、特定
とくてい

非営利
ひえいり

・  植木
うえき

の剪定
せんてい

等
とう

の園芸
えんげい

・  正月
しょうがつ

、節句
せっく

等
とう

のために特別
とくべつ

な手間
て ま

をかけて行
おこな

う調理
ちょうり

 等
とう

・  利用
りよう

者
しゃ

以外
いがい

のものに係
かか

る洗濯
せんたく

、調理
ちょうり

、買
か

い物
もの

、布団
ふとん

干
ほ

し

・  主
しゅ

として利用者
りようしゃ

が使用
しよう

する居室
きょしつ

等
とう

以外
いがい

の掃除
そうじ

・  来客
らいきゃく

の応接
おうせつ

（お茶
ちゃ

、食事
しょくじ

の手配等
てはいなど

）自家用車
じかようしゃ

の洗車
せんしゃ

・清掃
せいそう

 等
とう

・  草
くさ

むしり

・  室内
しつない

外
がい

家屋
かおく

の修理
しゅうり

、ペンキ塗
ぬ

り

・  花木
かぼく

の水
みず

やり

・  大掃除
おおそうじ

、窓
まど

のガラス磨
みが

き、床
ゆか

のワックスがけ

要
支
援

よ

う

し

え

ん度ど

に
よ
る
区
分

く

ぶ

んな
し

介護
かいご

職員
しょくいん

等
とう

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
かさん

(Ⅱ）

　活動
かつどう

法人
ほうじん

（ＮＰＯ法人
ほうじん

）などの住民
じゅうみん

参加型
さんかがた

福祉
ふくし

サービス、ボランティアなどの活用
かつよう

のための助言
じょげん

を

　行
おこな

います。

(3)上記
じょうき

におけるサービスのご利用
りよう

をなさらず、当
とう

事業所
じぎょうしょ

におけるサービスをご希望
きぼう

される場合
ばあい

は、

　別途
べっと

契約
けいやく

に基
もと

づく介護保険
かいごほけん

外
がい

のサービスとして、利用者
りようしゃ

の全額
ぜんがく

自己負担
じ こ ふ た ん

によってさーびすを提供
ていきょう

左記
さ き

の1割
わり

(所定
しょてい

単位
たんい

数
すう

）224/1000
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４　その他の費用について

②利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

(介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）

その他
た

の費用
ひよう

の支払
しはら

い方法
ほうほう

等
など

    費用
ひよう

の額
がく

はサービス提供
ていきょう

ごとに計算
けいさん

し、利用月
りようづき

ごとの合計
ごうけい

金額
きんがく

  　により請求
せいきゅう

いたします。

②キャンセル料

時間
じかん

に応
おう

じて、下記
か き

によりキャンセル料
りょう

を請求
せいきゅう

いたします。

サービスの利用
りよう

をキャンセルされる場合
ばあい

、キャンセルの連絡
れんらく

をいただいた

24時間前
じかんまえ

までのご連絡
れんらく

の場合
ばあい

キャンセル料は不要です

③サービス提供
ていきょう

に当
あ

たり必要
ひつよう

となる利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

で

　使用
しよう

する電気
でんき

、ガス、水道
すいどう

の費用
ひよう

　　機関
きかん

等
とう

の交通費
こうつうひ

④ 通院
つういん

・外出
がいしゅつ

介助
かいじょ

における訪問介護員
ほうもんかいごいん

等
など

の公共
こうきょう

交通
こうつう

1提供
ていきょう

当
あ

たりの料金
りょうきん

の

50％を請求
せいきゅう

いたします。

1提供
ていきょう

当
あ

たりの料金
りょうきん

の

100％を請求
せいきゅう

いたします。

ア　利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

（介護保険
かいごほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）及
およ

びその他
た

の

　することは可能
かのう

です。なおその場合
ばあい

は、介護予防
かいごよぼう

サービス計画
けいかく

等
など

の策定
さくてい

段階
だんかい

における利用者
りようしゃ

の

　同意
どうい

が必要
ひつよう

となることから、介護予防
かいごよぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
など

に連絡
れんらく

し、介護予防
かいごよぼう

サービス計画書
けいかくしょ

等
とう

の変更
へんこう

の

　援助
えんじょ

を行
おこな

います。

①交通費
こうつうひ

す。

(公共
こうきょう

機関
きかん

等
など

の交通費
こうつうひ

）を請求
せいきゅう

いたします。

なお自動車
じどうしゃ

を使用
しよう

した場合
ばあい

は片道
かたみち

5km未満
みまん

は200円
えん

、5km以上
いじょう

は300円
えん

を請求
せいきゅう

いたしま

利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

が、通常
つうじょう

の事業
じぎょう

の実施
じっし

地域
ちいき

以外
いがい

の場合
ばあい

、移動
いどう

に要
よう

した交通費
こうつうひ

の実費
じっぴ

※ただし、利用者
りようしゃ

の病状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

や級
きゅう

な入院
にゅういん

等
とう

の場合
ばあい

には、キャンセル料
りょう

は請求
せいきゅう

致
いた

しません。

５　利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

（介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）

　　その他
た

の費用
ひよう

の請求
せいきゅう

及
およ

び支払
しはら

い方法
ほうほう

について

①利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

(介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）

当日
とうじつ

にご連絡
れんらく

の場合
ばあい

当日
とうじつ

にご連絡
れんらく

のない場合
ばあい

利用者
りようしゃ

の別途
べっと

負担
ふたん

となります。

実費
じっぴ

を請求
せいきゅう

いたします。

ア　サービス提供
ていきょう

の都度
つ ど

お渡
わた

しするサービス提供
ていきょう

記録
きろく

の利用者
りようしゃ

控
ひか

えと

　　内容
ないよう

を照合
しょうごう

のうえ、請求
せいきゅう

月
づき

の末日
まつじつ

までに、下記
か き

のいずれかの方法
ほうほう

　　によりお支払
しはら

い下
くだ

さい。

(ア)事業者
じぎょうしゃ

指定
してい

口座
こうざ

への振
ふ

り込
こ

み

イ　上記
じょうき

に係
かか

る請求書
せいきゅうしょ

は、利用
りよう

明細
めいさい

を添
そ

えて利用
りよう

月
づき

の翌月
よくげつ

10日
にち

までに

　　利用者
りようしゃ

あてにお届
とど

け（郵送
ゆうそう

）します。

その他
た

の費用
ひよう

の請求
せいきゅう

方法
ほうほう

等
など
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※ 利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

（介護保険
かいごほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）及
およ

びその他
た

の費用
ひよう

の支払
しはら

いについて正当
せいとう

な

　あります。

　　きます。

②利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

(介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）

その他
た

の費用
ひよう

の支払
しはら

い方法
ほうほう

等
など

　　き、利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の意向
いこう

を踏
ふ

まえて、指定
してい

介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービスの目標
もくひょう

、 当該
とうがい

目標
もくひょう

を達成
たっせい

　　するための具体的
ぐたいてき

なサービスの内容等
ないようなど

を記載
きさい

した｢介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

｣を作成
さくせい

します。

　支払
しはら

いが無
な

い場合
ばあい

には、サービス提供
ていきょう

の契約
けいやく

を解除
かいじょ

した上
うえ

で未払
みばら

い分
ぶん

をお支払
しはら

いいただくことが

６　サービスの提供
ていきょう

に当
あ

たって

 (1)サービスの提供
ていきょう

に先立
さきだ

って、介護保険
かいごほけん

被保険者証
ひほけんしゃしょう

に記載
きさい

された内容
ないよう

（被保険者
ひほけんしゃ

資格
しかく

、要介護
ようかいご

認定
にんてい

の

 　　有無
ゆうむ

及
およ

び要支援認定
ようしえんにんてい

の有効期間
ゆうこうきかん

等
など

）を確認
かくにん

させていただきます。被保険者
ひほけんしゃ

の住所
じゅうしょ

などに変更
へんこう

が

　 　あった場合
ばあい

は速
すみ

やかに当
とう

事業者
じぎょうしゃ

にお知
し

らせください。

(イ)利用者
りようしゃ

指定
してい

口座
こうざ

からの自動
じどう

振替
ふりかえ

(ウ)現金
げんきん

支払
しはら

い

イ　お支払
しはら

いの確認
かくにん

をしましたら、支払
しはら

い方法
ほうほう

の如何
いかが

によらず領収書
りょうしゅうしょ

　　をお渡
わた

ししますので、必
かなら

ず保管
ほかん

されますようお願
ねが

いします

　　(医療費
いりょうひ

控除
こうじょ

の還付
かんぷ

請求
せいきゅう

の際
さい

に必要
ひつよう

となることがあります。)

　理由
りゆう

がないにもかかわらず、支払
しはら

い期日
きじつ

から1ケ月
げつ

以上
いじょう

遅延
ちえん

し、さらに支払
しはら

いの催促
さいそく

から10日
か

以内
いない

に

(2) 利用者
りようしゃ

が要支援
ようしえん

認定
にんてい

を受
う

けていない場合
ばあい

は、利用者
りようしゃ

の意思
い し

を踏
ふ

まえて速
すみ

やかに当該
とうがい

申請
しんせい

が行
おこな

われる

    よう必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

います。また、介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

等
とう

が利用者
りようしゃ

に対
たい

して行
おこな

われていない等
など

の場合
ばあい

であ

　　って、必要
ひつよう

と認
みと

められるときは、要支援
ようしえん

認定
にんてい

の更新
こうしん

の申請
しんせい

が、遅
おそ

くとも利用者
りようしゃ

が受
う

けている

　   要支援
ようしえん

認定
にんてい

の有効
ゆうこう

期間
きかん

が終了
しゅうりょう

する30日前
にちまえ

にはなされるよう、必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

うものとします。

（4） サービス提供
ていきょう

は「介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

｣に基
もと

づいて行
おこな

います。なお、「介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サ

　　ービス計画
けいかく

」は、利用者
りようしゃ

等
とう

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

や意向
いこう

などの変化
へんか

により、必要
ひつよう

に応
おう

じて変更
へんこう

することがで

（5） 訪問
ほうもん

介護
かいご

員等
いんなど

に対
たい

するサービス提供
ていきょう

に関
かん

する具体的
ぐたいてき

な指示
し じ

や命令
めいれい

は、すべて当
とう

事業者
じぎょうしゃ

が行
おこな

います。

　　実際
じっさい

の提供
ていきょう

に当
あ

たっては、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

や意向
いこう

に充分
じゅうぶん

な配慮
はいりょ

を行
おこな

います。

(3)利用者
りようしゃ

に係
かか

る介護予防
かいごよぼう

支援事業者
しえんじぎょうしゃ

等
など

が作成
さくせい

する「介護予防
かいごよぼう

サービス計画
けいかく

（ケアプラン）」等
など

に基
もと

づ

　　同意
どうい

を得
え

た上
うえ

で交付
こうふ

いたしますので、ご確認
かくにん

いただくようお願
ねが

いします。

　　なお、作成
さくせい

した「介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

」は、利用者
りようしゃ

又
また

は家族
かぞく

にその内容
ないよう

を説明
せつめい

を行
おこな

い、
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７　虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

について

８　ハラスメント行為
こうい

について

　りすることがあります。

①  脅迫
きょうはく

・名誉
めいよ

棄損
きそん

・侮辱
ぶじょく

・ひどい言動
げんどう

など「精神的
せいしんてき

な攻撃
こうげき

」

②  暴行
ぼうこう

・障害
しょうがい

など「身体的
しんたいてき

な攻撃
こうげき

」

③  明
あき

らかに不要
ふよう

なことや遂行
すいこう

不可能
ふかのう

なことの強制
きょうせい

、サービスの妨害
ぼうがい

④  私的
してき

なことに過度
か ど

に立
た

ち入
い

ることなど「個
こ

の侵害
しんがい

」

⑤  「セクシュアルハラスメント」に関
かん

する言動
げんどう

⑥  「マタニティハラスメント」に関
かん

する言動
げんどう

⑦  「ジェンダーハラスメント」に関
かん

する言動
げんどう

⑧  「パワーハラスメント」に関
かん

する言動
げんどう

⑨  「カスタマーハラスメント」に関
かん

する言動
げんどう

⑩  性的
せいてき

な冗談
じょうだん

、からかい、質問
しつもん

⑪  わいせつ図画
ず が

の閲覧
えつらん

、配布
はいふ

、掲示
けいじ

（6） 虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

のための指針
ししん

を作成
さくせい

します。

保手濱
ほてはま

　空己
たかき

保手濱
ほてはま

　空己
たかき

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する担当者
たんとうしゃ

（2） 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

を支援
しえん

します。

（3） 苦情
くじょう

解決
かいけつ

体制
たいせい

を整備
せいび

しています。

（4） 従業者
じゅうぎょうしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

を啓発
けいはつ

･普及
ふきゅう

するための研修
けんしゅう

を実施
じっし

しています。

（7） サービス提供中
ていきょうちゅう

に、当
とう

該事業所
じぎょうしょ

従業者
じゅうぎょうしゃ

又
また

は養護者
ようごしゃ

(現
げん

に養護
ようご

している家族
かぞく

・親族
しんぞく

・同居
どうきょ

人等
にんなど

)

　　による虐待
ぎゃくたい

を受
う

けたと思
おも

われる利用者
りようしゃ

を発見
はっけん

した場合
ばあい

は、速
すみ

やかにこれを市町村
しちょうそん

に報告
ほうこく

します。

（5） 虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

のための対策
たいさく

を検討
けんとう

する委員会
いいんかい

を設立
せつりつ

します。

事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

等
とう

の人権
じんけん

の擁護
ようご

・虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

等
とう

のために、次
つぎ

に掲
かか

げるとおり必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じま

す。

（1） 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する責任
せきにん

者
しゃ

を選定
せんてい

しています。

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

　報告
ほうこく

を行
おこな

います。事実
じじつ

関係
かんけい

を迅速
じんそく

かつ正確
せいかく

に確認
かくにん

し、事実
じじつ

が確認
かくにん

できた場合
ばあい

には、被害者
ひがいしゃ

に対
たい

する配
はい

　慮
りょ

のため措置
そ ち

及
およ

び行為者
こういしゃ

に対
たい

する法的
ほうてき

措置
そ ち

を講
こう

じます。なお今後
こんご

のサービスの提供
ていきょう

の変更
へんこう

またはお断
だん

  サービス提供
ていきょう

にあたって利用者
りようしゃ

から下記
か き

のハラスメント行為
こうい

を行
おこな

った場合
ばあい

、ヘルパーから当
とう

事業者
じぎょうしゃ

に
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⑫  その他
た

、他人
たにん

に不快感
ふかいかん

を与
あた

える性的
せいてき

な言動
げんどう

⑬  性的
せいてき

な噂
うわさ

の流布
る ふ

⑭  身体
しんたい

への不必要
ふひつよう

な接触
せっしょく

⑮  交際
こうさい

、性的
せいてき

な関係
かんけい

の強要
きょうよう

⑯  性的
せいてき

な言動
げんどう

に対
たい

して拒否
きょひ

等
とう

を行
おこな

った者
もの

に対
たい

する不利益
ふりえき

取扱
とりあつか

い

ハラスメントに関
かん

する責任
せきにん

者
しゃ

を選定
せんてい

しています。

９　秘密
ひみつ

の保持
ほ じ

と個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

について

②  個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

について

エ　事業者
じぎょうしゃ

は、従業者
じゅうぎょうしゃ

に、業務上
ぎょうむじょう

知
し

り得
え

た利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
かぞく

ア   事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

について「個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

　　了
りょう

した後
あと

においても継続
けいぞく

します。

①  利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に関
かん

する

①  利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に関
かん

する

　　秘密
ひみつ

の保持
ほ じ

について

　　秘密
ひみつ

の保持
ほ じ

について

イ　事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

に関
かん

する個人
こじん

情報
じょうほう

が含
ふく

まれ

　　る記録物
きろくもの

（紙
かみ

によるものの他
ほか

、電磁的
でんじてき

記録
きろく

を含
ふく

む。）につ

　　従業者
じゅうぎょうしゃ

との雇用
こよう

契約
けいやく

の内容
ないよう

とします。

　　の秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

させるため、従業者
じゅうぎょうしゃ

である期間
きかん

及
およ

び従業者
じゅうぎょうしゃ

で

　　に関
かん

する法律
ほうりつ

」及
およ

び厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が策定
さくてい

した「医療
いりょう

・介護
かいご

　　関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

における個人
こじん

情報
じょうほう

の適切
てきせつ

な取扱
とりあつか

いのための

　　ス担当者
たんとうしゃ

会議等
かいぎなど

において、利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

を用
もち

いません。

ハラスメント行為
こうい

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

保手濱
ほてはま

　空己
たかき

ハラスメント行為
こうい

に関
かん

する担当者
たんとうしゃ

保手濱
ほてはま

　空己
たかき

　　ガイドライン」を遵守
じゅんしゅ

し、適切
てきせつ

な取扱
とりあつか

いに努
つと

めるものとし

　　ます。

イ　事業者
じぎょうしゃ

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の使用
しよう

する者
もの

（以下
い か

「従業者
じゅうぎょうしゃ

」という）

　　は、サービス提供
ていきょう

をする上
うえ

で知
し

り得
え

た利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

　　の秘密
ひみつ

を正当
せいとう

な理由
りゆう

なく、第三者
だいさんしゃ

に漏
も

らしません。

　　なくなった後
あと

においても、その秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

するべき旨
むね

を、

ウ　また、この秘密
ひみつ

を保持
ほ じ

する義務
ぎ む

は、サービス提供
ていきょう

契約
けいやく

が終
しゅう

ア   事業者
じぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

から予
あらかじ

め文書
ぶんしょ

で同意
どうい

を得
え

ない限
かぎ

りサービ

　　同意
どうい

を得
え

ない限
かぎ

り、サービス担当者
たんとうしゃ

会議等
かいぎなど

で利用者
りようしゃ

の

　　家族
かぞく

の個人
こじん

情報
じょうほう

を用
もち

いません。

　　また、利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

の個人
こじん

情報
じょうほう

についても、予
あらかじ

め文書
ぶんしょ

で
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②  個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

について

１０　緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

方法
ほうほう

について

　サービス提供中
ていきょうちゅう

に、利用者
りようしゃ

に病状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

が生
しょう

じた場合
ばあい

その他
た

必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、速
すみ

やかに主治
しゅじ

の医師
い し

への

　連絡
れんらく

を行
おこな

う等
など

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じるとともに、利用者
りようしゃ

が予
あらかじ

め指定
してい

する連絡先
れんらくさき

にも連絡
れんらく

します。

主治医
しゅじい

氏名
しめい

住所
じゅうしょ

電話番号
でんわばんごう

家族
かぞく

等
とう

氏名
しめい

続柄
ぞくがら

住所
じゅうしょ

電話番号
でんわばんごう

１１　事故
じ こ

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

方法
ほうほう

について

　利用者
りようしゃ

に対
たい

する指定
してい

介護予防
かいごよぼう

型
がた

サービスの提供
ていきょう

により事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ばあい

は、市区町村
しくちょうそん

、利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

、利用者
りようしゃ

に係
かか

る介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

（地域
ちいき

包括
ほうかつ

支援
しえん

センターより介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

等
とう

の業務
ぎょうむ

を受託
じゅたく

している居宅
きょたく

介護
かいご

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）に連絡
れんらく

を行
おこな

うとともに、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じます。

なお、事業者
じぎょうしゃ

は、下記
か き

の損害
そんがい

賠償
ばいしょう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

しています。

東京海上日動火災保険株式会社
とうきょうかいじょうにちどうかさいほけんかぶしきがいしゃ

超
ちょう

ビジネス保険
ほけん

(事業
じぎょう

活動
かつどう

保険
ほけん

)

財産
ざいさん

に関
かん

する補償
ほしょう

、休業
きゅうぎょう

に関
かん

する補償
ほしょう

、賠償
ばいしょう

責任
せきにん

に関
かん

する補償
ほしょう

１２　身分
みぶん

証
しょう

携行
けいこう

義務
ぎ む

　従事者
じゅうじしゃ

は、常
つね

に身分
みぶん

証
しょう

を携行
けいこう

し、初回
しょかい

訪問
ほうもん

時
じ

及
およ

び利用者
りようしゃ

又
また

は利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

から提示
ていじ

を求
もと

められた

補償
ほしょう

の概要
がいよう

保険会社名
ほけんがいしゃめい

保険名
ほけ んな

　　追加
ついか

又
また

は削除
さくじょ

を求
もと

められた場合
ばあい

は、遅滞
ちたい

なく調査
ちょうさ

を行
おこな

い、

　　利用
りよう

目的
もくてき

の達成
たっせい

に必要
ひつよう

な範囲内
はんいない

で訂正
ていせい

等
とう

を行
おこな

うものとしま

　　す。(開示
かいじ

に際
さい

して複写
ふくしゃ

料
りょう

などが必要
ひつよう

な場合
ばあい

は利用者
りようしゃ

の負
ふ

　　担
にな

となります。)

ウ　事業者
じぎょうしゃ

が管理
かんり

する情報
じょうほう

については、利用者
りようしゃ

の求
もと

めに応
おう

じて

　　その内容
ないよう

を開示
かいじ

することとし、開示
かいじ

の結果
けっか

、情報
じょうほう

の訂正
ていせい

、

　　いては、善良
ぜんりょう

な管理者
かんりしゃ

の注意
ちゅうい

をもって管理
かんり

し、また処分
しょぶん

の

　　際
さい

にも第三者
だいさんしゃ

への漏洩
ろうえい

を防止
ぼうし

するものとします。
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時
とき

は、いつでも身分
みぶん

証
しょう

を提示
ていじ

します。

１３　心身
しんしん

の状況
じょうきょう

の把握
はあく

　指定生活
していせいかつ

援助型訪問
えんじょがたほうもん

サービスの提供
ていきょう

に当
あ

たっては、介護予防
かいごよぼう

支援事業者
しえんじぎょうしゃ

等
など

が開催
かいさい

するサービス担当者
たんとうしゃ

会議等
かいぎなど

を通
つう

じて、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

、その置
お

かれている環境
かんきょう

、他
た

の保健
ほけん

医療
いりょう

サービス又
また

は福祉
ふくし

サービ

スの利用
りよう

状況
じょうきょう

等
とう

の把握
はあく

に努
つと

めるものとします。

１４　介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

との連携
れんけい

(1) 指定
してい

介護予防型
かいごよぼうがた

訪問
ほうもん

サービスの提供
ていきょう

に当
あ

たり、介護予防
かいごよぼう

支援事業者
しえんじぎょうしゃ

等
など

及
およ

び保健医療
ほけんいりょう

サービス又
また

は

　　福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

者
しゃ

と密接
みっせつ

な連携
れんけい

に努
つと

めます。

(2) サービス提供
ていきょう

の開始
かいし

に際
さい

し、この重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ

に基
もと

づき作成
さくせい

する「介護予防型
かいごよぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

」

　　の写
うつ

しを、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

た上
うえ

で介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

に速
すみ

やかに送付
そうふ

します。

(3) サービスの内容
ないよう

が変更
へんこう

された場合
ばあい

又
また

はサービス提供
ていきょう

契約
けいやく

が終了
しゅうりょう

した場合
ばあい

は、その内容
ないよう

を記
しる

した書面
しょめん

　　又
また

はその写
うつ

しを速
すみ

やかに介護
かいご

予防
よぼう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

に送付
そうふ

します。

１５　サービス提供
ていきょう

の記録
きろく

(1) 指定
してい

予防
よぼう

型
がた

訪問
ほうもん

サービスの実施
じっし

ごとに、そのサービスの提供日
ていきょうび

、内容
ないよう

等
など

について記録
きろく

を行
おこな

い、

　　サービス提供
ていきょう

の終了時
しゅうりょうじ

に利用者
りようしゃ

の確認
かくにん

を受
う

けることとします。また利用者
りようしゃ

の確認
かくにん

を受
う

けた後
あと

は、

　　その控
ひか

えを利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

します。

(2) 上記
じょうき

のサービス提供
ていきょう

記録
きろく

は、提供
ていきょう

の日
ひ

から５年間
ねんかん

保存
ほぞん

します。

(3) 利用者
りようしゃ

は、事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

して保存
ほぞん

されるサービス提供
ていきょう

記録
きろく

の閲覧
えつらん

及
およ

び複写
ふくしゃ

物
ぶつ

の交付
こうふ

を請求
せいきゅう

することが

　　できます。

１６　業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

の策定
さくてい

等
とう

(1) 感染症
かんせんしょう

に係
かか

る業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

及
およ

び災害
さいがい

に係
かか

る業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

を作成
さくせい

します。

(2) 感染症
かんせんしょう

及
およ

び災害
さいがい

に係
かか

る研修
けんしゅう

を定期的
ていきてき

（年
ねん

１回以上
かいいじょう

）に行
おこな

います。

(3) 感染症
かんせんしょう

や災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ばあい

において迅速
じんそく

に行動
こうどう

できるよう、訓練
くんれん

を実施
じっし

します。

１７　衛生管理等

(1) 感染症
かんせんしょう

の予防
よぼう

及
およ

びまん延
えん

の防止
ぼうし

のための対策
たいさく

を検討
けんとう

する委員会
いいんかい

を設立
せつりつ

します。

(2) 感染症
かんせんしょう

の予防
よぼう

及
およ

びまん延
えん

の防止
ぼうし

のための指針
ししん

を作成
さくせい

します。

(3) 感染症
かんせんしょう

の予防
よぼう

及
およ

びまん延
えん

の防止
ぼうし

のための研修
けんしゅう

及
およ

び訓練
くんれん

を実施
じっし

します。

(4) 訪問
ほうもん

介護
かいご

員等
いんなど

の清潔
せいけつ

の保持
ほ じ

及
およ

び健康
けんこう

状態
じょうたい

について、必要
ひつよう

な管理
かんり

を行
おこな

います。

(5) 事業所
じぎょうしょ

の設備
せつび

及
およ

び備品
びひん

等
とう

について、衛生的
えいせいてき

な管理
かんり

に努
つと

めます。
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１８　指定
してい

介護
かいご

予防
よぼう

型
がた

訪問
ほうもん

サービスのサービス内容
ないよう

の見積
み つ

もりについて

(1)  このサービス内容
ないよう

の見積
み つ

もりは、あなたの介護
かいご

予防
よぼう

サービス計画
けいかく

等
とう

に沿
そ

って、事前
じぜん

にお伺
うかが

いした

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の状況
じょうきょう

や利用
りよう

の意向
いこう

に基
もと

づき作成
さくせい

したものです。

(2)   サービス提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

（介護
かいご

予防型
よぼうがた

訪問
ほうもん

サービス計画
けいかく

を作成
さくせい

する者
もの

）

氏
し

　名
めい

　　　濱崎
はまさき

　勇生
ゆうき

　　　　　　　（連絡先
れんらくさき

：　06-6654-8738　）

(3)  提供予定
ていきょうよてい

の指定
してい

介護予防
かいごよぼう

型
がた

訪問サービスの内容
ないよう

と利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

（介護保険
かいごほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

)

月
げつ

火
か

水
すい

木
もく

円
えん

円
えん

円
えん

金
きん

土
ど

日
にち

(4)  その他の費用

 ①交通費
こうつうひ

の有無
う む

②サービス提供
ていきょう

に当
あ
たり必要

ひつよう
となる利用者

りようしゃ

の居宅
きょたく

で使用
しよう

する電気
でんき

、ガス、水道
すいどう

の費用
ひよう

③通院
つういん

・外出
がいしゅつ

介助
かいじょ

における訪問
ほうもん

介護
かいご

員等
いんなど

の

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

等
とう

の交通費
こうつうひ

(5)  １ヶ月
げつ

当
あ

たりのお支払
しはら

い額
がく

（利用料
りようりょう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

（介護
かいご

保険
ほけん

を適用
てきよう

する場合
ばあい

）とその他
た

の

　費用
ひよう

の合計
ごうけい

）の目安
めやす

※  ここに記載
きさい

した金額
きんがく

は、この見積
み つ

もりによる概算
がいさん

のものです。実際
じっさい

のお支払
しはら

いは、

　　サービス内容
ないよう

の組
く

み合
あ

わせ、ご利用
りよう

状況
じょうきょう

などにより変動
へんどう

します。

※  この見積
み つ

もりの有効
ゆうこう

期限
きげん

は、説明
せつめい

の日
ひ

から1ヶ月
げつ

以内
いない

とします。

１９　サービス提供
ていきょう

に関
かん

する相談
そうだん

、苦情
くじょう

について

利用者
りようしゃ

重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

4-①記載
きさい

とおりです。

重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

4-③記載
きさい

とおりです。

訪問時間帯
ほうもんじかんたい

サービス内容
ないよう

負担額(月額)

利用料
りようりょう

（月額）

介護保険
かいごほけん

適用
てきよう

の有無
う む

曜
日

よ

う

び

お支払
しはら

い額
がく

の目安
めやす

重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

4-④記載
きさい

とおりです。

15



(1)   苦情
くじょう

処理
しょり

の体制
たいせい

及
およ

び手順
てじゅん

①   提供
ていきょう

した指定介護予防型
していかいごよぼうがた

訪問
ほうもん

サービスに係
かか

る利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

からの相談
そうだん

及
およ

び苦情
くじょう

を受
う

け付
つ

ける

　　ための窓口
まどぐち

を設置
せっち

します。（下表
かひょう

に記
しる

す【事業者
じぎょうしゃ

の窓口
まどぐち

】のとおり）

②   相談
そうだん

及
およ

び苦情
くじょう

に円滑
えんかつ

かつ適切
てきせつ

に対応
たいおう

するための体制
たいせい

及
およ

び手順
てじゅん

は以下
い か

のとおりとします。

・苦情
くじょう

又
また

は相談
そうだん

があった場合
ばあい

は、利用者
りようしゃ

の状況
じょうきょう

を詳細
しょうさい

に把握
はあく

する為
ため

、必要
ひつよう

に応
おう

じ訪問
ほうもん

を実施
じっし

し、状況
じょうきょう

の

聞
き

き取
と

りや事情
じじょう

の確認
かくにん

を行
おこな

う。

・管理者
かんりしゃ

は、訪問
ほうもん

介護
かいご

員
いん

に事実
じじつ

関係
かんけい

の確認
かくにん

を行
おこな

う。

・相談
そうだん

担当者
たんとうしゃ

は、把握
はあく

した状況
じょうきょう

をスタッフと共
とも

に検討
けんとう

を行
おこな

い、時下
じ か

の対応
たいおう

を決定
けってい

する。

・対応
たいおう

内容
ないよう

に基
もと

づき、必要
ひつよう

に応
おう

じて関係者
かんけいしゃ

への連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

うと共
とも

に、利用者
りようしゃ

へ必
かなら

ず対応
たいおう

方法
ほうほう

を含
ふく

めた

結果
けっか

報告
ほうこく

を行
おこな

う。(時間
じかん

を要
よう

する内容
ないよう

もその旨
むね

を翌日
よくじつ

までには連絡
れんらく

する)

(2)   苦情
くじょう

申立
もうしたて

の窓口
まどぐち

【事業者
じぎょうしゃ

の窓口
まどぐち

】

【区役所
くやくしょ

（保険者
ほけんしゃ

）の窓口
まどぐち

】

（利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

がある区役所
くやくしょ

の介護
かいご

　保険
ほけん

担当
たんとう

部署
ぶしょ

の名称
めいしょう

）

＊保険者
ほけんしゃ

が大阪市
おおさかし

以外
いがい

の場合
ばあい

は、利用
りよう

　者
しゃ

の保険者
ほけんしゃ

となる市役所
しやくしょ

の介護
かいご

保険
ほけん

　担当
たんとう

部署
ぶしょ

の名称
めいしょう

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

東住吉区
ひがしすみよしく

湯里
ゆざと

1-1-1FUJIMOTO
ふ じ も と

第
だい

１ビル２０３号
ごう

電話
でんわ

:06-6718-4668  FAX:06-6718-4669

受付時間
うけつけじかん

:9:00～18:00      担当
たんとう

 :保
ほ

手
て

濱
はま

　空
たかき

己

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

住吉
すみよし

区
く

南住吉
みなみすみよし

3-15-55

電話
でんわ

:06-6622-9872  FAX:06-6621-1416

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

（ ヘルパーステーション　RoyG ）

浪速
なにわ

区
く

保険
ほけん

福祉センター

阿倍野
あ べ の

区
く

保険
ほけん

福祉
ふくし

センター

電話
でんわ

:06-6694-9872  FAX:06-6692-4422

住吉
すみよし

区
く

保険
ほけん

福祉
ふくし

センター

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

阿倍野区
あ べ の く

文
ふみ

の里
さと

1-1-40

大阪府大阪市
おおさかふおおさかし

生野区
いく のく

勝山南
かつやまみなみ

3-1-19

電話
でんわ

:06-6715-9872  FAX:06-6717-1162

生野
いくの

区
く

保険
ほけん

福祉
ふくし

センター

大阪府大阪市
おおさかふおおさかし

浪速区
なに わく

敷津東
しきつひがし

1-4-20

電話
でんわ

:06-6647-9872  FAX:06-6633-8272

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

16



平野
ひらの

区
く

保険
ほけん

福祉センター

大阪府大阪市
おおさかふおおさかし

平野
ひらの

区
く

背戸口
せとぐち

3-8-19

電話:06-4302-9872  FAX:06-6700-0194

【区役所
くやくしょ

（保険者
ほけんしゃ

）の窓口
まどぐち

】

（利用者
りようしゃ

の居宅
きょたく

がある区役所
くやくしょ

の介護
かいご

　保険
ほけん

担当
たんとう

部署
ぶしょ

の名称
めいしょう

）

＊保険者
ほけんしゃ

が大阪市
おおさかし

以外
いがい

の場合
ばあい

は、利用
りよう

　者
しゃ

の保険者
ほけんしゃ

となる市役所
しやくしょ

の介護
かいご

保険
ほけん

　担当
たんとう

部署
ぶしょ

の名称
めいしょう

【大阪市
おおさかし

の窓口
まどぐち

】

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課
おおさかしふくしきょくこうれいしゃしさくぶかいごほけんか

（指定
してい

・指導
しどう

グループ）

【公的
こうてき

団体
だんたい

の窓口
まどぐち

】

２０　提供
ていきょう

するサービスの第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じっし

状況
じょうきょう

について

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

東住吉区
ひがしすみよしく

保険福祉センター

大阪府大阪市
おおさかふおおさかし

東住吉区
ひがしすみよしく

東田辺
ひがしたなべ

1-13-4

電話
でんわ

:06-4399-9872  FAX:06-6629-4597

電話
でんわ

：06-6241-6310　FAX：06-6241-6608

受付
うけつけ

時間
じかん

：9：00～17：30

西成
にしなり

区
く

保険
ほけん

福祉センター

大阪府大阪市西成区
にしなりく

岸里
きしのさと

1-5-20

電話
でんわ

:06-6659-9872  FAX:06-6659-2259

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

西成
にしなり

区
く

保険
ほけん

福祉
ふくし

センター(分館
ぶんかん

)

実施
じっし

の有無
う む

大阪府大阪市
おおさかふおおさかし

西成区
にしなりく

太子
たいし

1-15-17

電話
でんわ

:06-6649-4901  FAX:06-6649-3729

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

電話
でんわ

:06-6949-5418

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(金)
き ん

9:00～17:30　(12:30～13:15を除
のぞ

く)

及
およ

び12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を除
のぞ

く

ただし、土曜日
どようび

、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

、

実施
じっし

していない

中央
ちゅうおう

大通
おおどおり

FNビル内
ない

　5階
かい

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00

大阪府国民健康保険団体連合会
おおさかふこくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

中央区
ちゅうおうく

常磐町
ときわちょう

1-3-8

大阪市
おおさかし

中央区
ちゅうおうく

船場中央
せんばちゅうおう

3丁目
ちょうめ

１番
ばん

７－３３１

受付
うけつけ

時間
じかん

(月)
げ つ

～(木)
も く

9:00～17:30 　　(金)
き ん

9:00～19:00
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【実施日
じっしび

:　　年
とし

　　月
つき

　　日
ひ

】

【結果
けっか

の開示
かいじ

状況
じょうきょう

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

２１　重要
じゅうよう

事項
じこう

説明
せつめい

の年月日
ねんがっぴ

上記
じょうき

内容
ないよう

について、「大阪市
おおさかし

訪問
ほうもん

型
がた

サービス（第
だい

１号
ごう

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

）の事業
じぎょう

の人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する

基準
きじゅん

を定
さだ

める要綱
ようこう

（平成
へいせい

29年
ねん

４月
がつ

１日
にち

）」の規定
きてい

に基
もと

づき、利用者
りようしゃ

に説明
せつめい

を行
おこな

いました。

事業者
じぎょうしゃ

から上記
じょうき

内容
ないよう

の説明
せつめい

を確
たし

かに受
う

けました。

住　所
じゅう　しょ

氏
し

　名
めい

事業所名
じぎょうしょめい

説明者氏名
せつめいしゃしめい

ヘルパーステーション　Ciel
し え る

年
とし

　　　　　月
つき

　　　　　日
ひ

法人名
ほうじんめい

代表者名
だいひょうしゃめい

大阪府
おおさかふ

大阪市
おおさかし

東住吉区
ひがしすみよしく

湯里
ゆざと

1-1-1FUJIMOTO
ふ じ も と

第
だい

１ビル２０３号
ごう

株式会社
かぶしきがいしゃ

　frere
ふれ ーる

保
ほ

手
て

濱
はま

　空己
た か き

重要
じゅうよう

事項
じこう

説明書
せつめいしょ

の説明
せつめい

年月日
ねんがっぴ

事
業
者

じ

ぎ

ょ

う

し

ゃ

利用者
りようしゃ

代理人
だいりにん

住　所
じゅう　しょ

氏
し

　名
めい

【評価
ひょうか

機関
きかん

名
めい

:　　　　　　　　　　　　　　　　　】

所在地
しょざいち
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